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第1章はじめに

　平成14年2月に実施された路線バス事業の規制緩和に伴って廃止された路線は3月末ま

での2ヶ月間に離島や過疎地域を中心に154系統に上った。この数を多いと見るか少ない

と見るかは立場や見方によっても異なるであろう。問題はこの背後にある“廃止しようと

しても廃止できない路線の数がその数倍にも上る”という状況であり、この事実が生活交

通サービスを確保する上で過疎地域が置かれている事態の深刻さを物語っている。

　過疎地域では需要密度が低いため、路線バスをはじめとする公共交通サービスの維持・

確保が容易でない。しかし、逆にみると、利用者が少なくかつ利用パターンの特定も比較

的容易であるため、都市部では得がたい個々の利用者の二一ズに沿ったきめ細かなザービ

スが提供できる可能性もある。また、住民自らが主体的に公共交通システムの計画作業に

携わる体制をとる、あるいは地域が有するさまざまな交通資源の組み合わせをきめ細かく

検討する、といったことも可能である。

　平成12年度に実施した先行研究であるH296プロジェクトr過疎地域における生活交通サ

ービスの提供システムに関する研究」では、路線バスによる生活交通サービスの提供に焦

点を絞って理論と実証の両面から学際的に研究を進め、①住民属性ごとに行動パターンが

大きく異なるものの各パターンの中では比較的共通した移動二一ズが認められる等いくつ

かの知見を見出した、②移動二一ズの充足度を運行ダイヤと関連づけて評価する方法を開

発し、簡便な調査のみで路線バスによる生活交通サービスの提供水準を把握する方法論を

構築した、などの成果が得られた。

　本研究ではこれらを踏まえ、地域の特性と実状に即した生活交通サービスを維持可能な

形で提供しうるしくみを構築するための検討を、特にrコミュニティによるサービスの自

己調達」という観点から行う。

　まず、第2章では、本年2月に施行された路線バス事業の規制緩和が現時点までにもた

らした影響を、路線の廃止とバス事業者の経営という2っの側面から概観し、過疎地域で

住民の日常生活に必要な足を供給するための工夫について考察する。

　第3章では、地域共同体としての‘‘集落コミュニティ”に目を向け、各コミュニティの

住民が生活交通に関する自らの二一ズとそれに対する負担の許容範囲を明らかにすること

を通じて、真に必要とする生活交通サービスを集落単位で選択し主体的に調達することの

可能性を検討する。特に、これまで利用者が自分たちが必要とする生活交通サービスを選

択しうる状況におかれていなかったことを指摘し、それを可能とするしくみづくりがこれ

からの生活交通サービス確保に新たな展開をもたらす可能性があること、住民、事業者、

自治体の協働がそのための鍵となることを述べる。

　第4章では、住民が主体となったバス路線の開設・運営のさきがけともなる青森県津軽

地域、および廃止路線の復活方策を検討する住民の動きが新たな路線の開設へとつながっ
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た福島県いわき市の取り組みを例に、地域が置かれていた状況と開設に至る過程でのさま

ざまな模索や検討を紹介し、住民が主体となってバス路線の開設・運営を行うための方策

と問題点を探る。

　第5章では、公共サービスに関わる今後の新たな住民参加型供給方式を見据え、知識や

情報を十分に持たない住民が主体となる公共財供給の意思決定がいかに可能であるか、お

よび、公共サービスがもつ公共性とはいったい何なのか、という2つの問題点に焦点を絞

り、住民主体の公共サービス提供問題を考察する。

　第6章では、　「集合的」財供給の視点から過疎バスサービスの「地域による自己調達」

について検討する。生活交通サービスは本来それを欲する地域により自己供給されるべき

ものであるが、そのr技術」を持たない地域社会はバス事業者にサービス供給を委託せざ

るを得ない。ここでは、バスサービスが潜在利用者である複数の地域住民により集合的・

協調的に自己調達されるべき交通サービスである、という視点から浮かび上がってくる規

制緩和後の地方バスサービスの供給方法に関する問題点を整理する。

　第7章では、集落単位のコミュニティが生活交通サービスを選択する上で、集落住民が

互いの交通二一ズとコスト負担に対する態度を的確に認識し合うことがその出発点になる

との考えに立ち、そのための道具としてのバスダイヤや運行形態、費用負担等を説明要素

とするサービス水準の選好分析モデルを開発する。

　第8章では、前章で構築した選好分析モデルを用いて、住民が集落としてどのような生

活交通サービスを選ぶべきかを検討するための作業を支援するモデルを構築し、事例分析

を通じてその適用性を検討する。

　第9章では、本研究の成果を整理し、得られた知見を提言としてとりまとめる。
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第2章　生活交通確保に向けての地域の取り組み

2．1　規制緩和の影響1一路線の廃止一

　2000年5月に成立した道路交通法一部改正に伴う路線バス事業の規制緩和により、新規

参入・退去が原則自由になった。運輸政策審議会自動車交通部会で参入・退去に関わる規

制の緩和が論議されたとき、多くの委員が憂慮したのがr退去が自由になればバス事業者

は人口希薄地域の不採算路線から一斉に退去するだろう」という点だった。改正された法

が2002年2月1日から実施された。現実にどれだけの路線が廃止されるのか注目していた。

日経産業消費研究所の3月の調査によると、3月末で各都道府県のバス対策地域協議会に

廃止を申し出た系統が831あったが、そのうち廃止されたのは154系統で約2割だった。

ちなみに、全国の乗合バス系統の総数は約42，400であるから、廃止を申し出た路線はその

約2％に当たる。地域的には離島での不採算線が多い長崎県が149系統と最も多く、福岡

県107系統、愛知県53系統と続く（日本経済新聞2002年4月13日付）。同記事では、代

替策を示せず廃止が進まなかったのが実態だとしている。2月1日に改正法が施行されて

から3月末まで2ヶ月しかなかったことを考慮すべきだろう。

　3月末時点での廃止申請系統831一全国の約42，200系統の2％一という数字は、人口希

薄地域での廃止申請続出を心配していた人々にとって、予想されたより多かっただろうか、

それとも少なかったのだろうか。私が予想していたよりは少なかった。

　実は、私は廃止を申請する路線・系統の数は、巷間心配されているよりも少ないのでは

ないかと思っていた。規制緩和前に事業者が退去したいという意向を示していた路線でも、

いざ退去すべきかどうかの決意を迫られると、改めて路線ごとに退去したときに失う収入

一補助金込みの収入一と、退去によって節約できる費用一回避可能費用一の比較を行うだ

ろう。その時になって、廃止によって失われる収入の額が、配賦された共通費を含む費用

よりは小さいが、回避可能費用よりは大きいことを見い出す場合があるに違いないと考え

ていた。

2．2　規制緩和の影響2一事業者への影響一

　タクシー、バス事業の規制緩和一需給調整規制廃止一の方針が明らかになり、運政審の

審議が始まったころから、バス事業者の経営に変化が見られるようになった。それまでバ

・スの輸送人員の減少、経営収支のじり貧傾向をもっぱら外部環境一マイカーの増大とそれ

による道路混雑の激化など一の所為にして無為に打ち過ぎていた事業者の中に、バス利用

者一顧客（p瞭onage）一の増加を意図した種々の試みが見られるようになった・

　住民の要望があっても既存のバス事業者との関係を気にして手出ししなかった自治体
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が、コミュニティバスを運行し始めた。1995年に運行を始めた武蔵野市の「ムーバス」は

先駆けになったが、3年目からは先行2路線で黒字を計上するようになった。多くの市で

バス事業者に依託してコミュニティバスを運行するようになった。東京都西東京市は「は

なバス∫という小型バス（定員20～40人）を、小学生以上1人100円均一の運賃で運行し

ている。埼玉県鳩ヶ谷市、東京都昭島市、埼玉県蕨市も運行を開始している。

　神奈川県下にバス路線網を有する神奈川中央交通は、一昨年来実施してきた夏休み・冬

休み期間限定の子供運賃の割引一現金50円均一一を、学校の週休2日制の実施と合わせて

年間を通じて土・日、休日に拡大した。また、横浜市の高齢者無料パス（70歳以上）を受

給できない65歳以上の高齢者に1、3、6ヶ月有効の「カナちゃん手形」の名称のカードを

発売し、カード所持者の運賃を乗車1回に付き100円に設定した二部制料金を採用してい

る。

　山梨交通では、2月から携帯電話でバスの走行状況を確認できるサービスを開始した。

運転手が次の停留所を案内するテープのボタンを押すごとに位置情報が発信され、インタ

ーネット接続サービスで指定の停留所の3ヶ所前から走行位置を碓認できるもので、甲府

市内396停留所で利用でき、順次エリアを拡大中だが、1日平均450件のアクセスがある

という。

　上述の様々な種類の顧客（patronage）のバスヘの呼び戻し、あるいは拡大の工夫は、二

れまでバス事業者がないがしろにしてきた経営努力である。これらの営業努力を刺激した

のは、規制緩和一参入・退去規制の原則廃止一によって新規参入者が現われ競争が激化す

る可能性、すなわち市場がコンテスタブルになるという予想ではなかったか。

　もう一つ、従来ほとんど見られなかった注目すべき現象がある。2002年10月からコミ

ュニティバスを運行する予定の東村山市では、運行事業者の選定に当たって、市内に路線

網をもつバス事業者を含めた6社の入札を実施したところ、貸し切り専業だった地元の業

者が落札した。従来であれば、市内に路線網をもつ既存の事業者がいるのに、新たに別の

事業者の参入を認めることはまずなかっただろう。いわんや路線バス事業者ではない、貸

し切り専業の業者に運行を委ねるというケースは考えられなかっただろう。

　他にも羽田、成田の両空港と鉄道駅を直結するバス路線が増えている。従来も大きな主

要駅（例えば横浜駅）と空港を結ぶ路線は存在したが、最近では大船・藤沢駅と空港を直

結する路線なども見られるようになった。

　以上紹介したバス事業者や自治体のバスについての工夫は、大体都市において見られる

もので、人口希薄地域での例ではなかった。地方の人口希薄地域ではどのような工夫が考

えられるのだろうか。

2．3　地方における取り組み

　2002年3月だったと思うが、印象に残るTV番組があった。NHKがバス路線の廃止を通

告されたいわき市の一コミュニティの動きを放映した。従来路線を運行していたバス事業
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者の路線廃止申し入れに伴って、地域に住民の集まりができた。住民たちのバス運行存続

に対して負担してもよいと考える額にはかなりの幅があった。会長役を引き受けた人は、

地元のタクシー会社に集落と鉄道駅・ショッピングセンターとの間に最低1日1往復のミ

ニバス運行を交渉したが、駅やショッピングセンターでの2～3時間の待ち時間の費用の問

題で暗礁に乗り上げ頓挫した。その後、会長は地元で結婚式場を経営している会社が客の

送迎に使っているバスを所有しているのに目を付け、集落と街との間のバス運行を交渉し

た。結婚式場の経営者が前向きに検討すると約束したところまでだったが、駅までの運行

を望んでいた高校生が少数派であると分かったとき、ショッピングセンターへの運行でも

我慢するからがんばって下さいと会長へ手紙を出し、会長を感動させるシーンは印象的だ

った。住民たちがバス問題を自分達の閥題として取り上げざるを得なくなって、住民に協

同の意識が出てくるのかもしれない。

　路線廃止問題が生じたとき、まず誰もが考えるのはバス事業者一路線事業者か貸し切り

事業者かを問わず一であろう。次はタクシー・ハイヤー事業者であろう。いずれにしても、

運送を業としている会社あるいは個人を考えるだろう。しかし、住民の日常生活に必要な

足一通学、通院、買物等のトリップーを供給する方法はもっと広い。

　基本は、自動車と運転手がいればよいわけで、後はレギュラーに運行できるか、レギュ

ラーに運行できるようにするためにはどのくらいの費用がかかるか、その費用をどう負担

するか、安全問題をどうクリアするか、である。東村山市のように、入札によって事業者

を選択する方法もあるし、地方の人口希薄地域であれば、1日何回かの往復、運行時刻の

条件などのおおまかな仕様を決めて、いくらで運行するかを入札者を限定せずに入札させ

る方法もあろう。運賃と補助金（地元の）の組み合わせの案を提案させることも考えられ

よう。これまでの固定観念に捕われないで、本来の目的一生活交通の確保一を達成するも

っとも満足度の高い方法を追求すべきだろう。

　地方自治体の役割は、各地域が上の本来の目的を有効に達成できるように、従来の補助

方式に代わる、より柔軟で、よりよい補助方式を確立することである。各地域がおかれて

いる条件は同じではない。一つ一つが異なるといってもよい。地域特性を正確に捉えて情

報を提供し助言すべきである。他府県で実現した解決策、実現しなかった解決策などの情

報は貴重である。都道府県段階の協議会では一般的な方針、補助ルールなど以上には個別

の地域問題には立ち入ることは困難であろう。個々の地域の問題の解決に当たって、大学

や地元のシンクタンクの積極的な助言が必要である。

　自治体が赤字を補填するコミュニティバスの場合、バス事業者を潤しているように見え

るが、と尋ねた記者に対して東京バス協会の幹部はrもろ手を挙げて賛成とは言えない」

と答え、100円均一料金がr従来のバス運賃は高過ぎるとの批判を招きかねない」と続け

ている（日本経済新聞2002年4月11日付による）。このような発言は、需給調整を目的と

する規制が廃止されて規制が大幅に緩和された今日、いかにも古色蒼然たるコメントであ

る。本当に運賃がr高過ぎる」のならば、新規に参入する事業者が現われるだろう。規制

下にあって不合理な規制にぶつぶつ文句を言いながらも安住を保証されていた時代は去っ
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た。バス交通が生き残り活力を取り戻すためには、何よりも事業者自身の顧客を増やす積

極的な事業経営以外にはない。昨今のバス事業者のさまざまな試みはその反映と考えたい。

（後記）地方自治体の対策、協議会の問題については、

　　　　（日本評論社、2002年）が参考になる。

寺田一薫「バス産業の規制緩和」
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第3章　集落単位で見た生活交通サービスの主体的選択と
　　　　　　　　　　　　　個別調達の可能性

3．1　はじめに

　生活交通確保の主体は地域である、というのが2002年2月に施行されたわが国の路線バ

ス事業に関する規制緩和の精神である。地域住民が自らの交通二一ズに合った生活交通サ

ービスを企画し、代理人としての自治体が運行委託等も含めてサービスを供給するという

考え方が基本となるが、補助を行ってでも確保すべき最低限必要な生活交通サービスとは

どのようなものか、どの路線にどれだけのバスサービスを提供する必要があるのか、供給

されるバスサービスでは充足されない住民の交通二一ズをどう考えるべきか、それをどこ

まで公的に供給すべきか、などについて十分な社会的合意がとれていない状況にある。そ

ればかりか、そもそも住民はどのようなバスサービスを必要としているのか、といった基

本となる事実についても不明な点が多い。運行補助額の増加抑制のため運行コストの削減

がこれまで以上に要講され、その手段の一つとして、路線バスよりも高いサービス効率を

有する形態への転換も検討課題とされているが、このような中で改めて確認すべきは、住

民がこれまで‘‘必要とするサービスを自ら選び主体的に調達する”という状況に置かれて

いるわけではなかった、という事実である。

　そこで本章では、地域共同体としての“集落”に目を向け、各集落の住民が生活交通に

関する自らの二一ズとそれに対する負担の許容範囲を明らかにすることを通じて、真に必

要とする生活交通サービスを集落単位で選択し主体的に調達することの可能性を検討する。

3．2　過疎地域の生活交通サービスを取り巻く環境

　過疎地域ではほとんどの世帯が2台以上の車を保有しており、自家用車が主たる交通手

段となっている。自家用車の利用が困難な高齢者や学童等は路線バスを利用して通学・通

院などを行っているが、希望する時刻に便がなく家族による送迎等に頼らざるを得ない場

合もあるなど一般にその利便［生は低く、住民の交通二一ズにあまり応えられていない状況

にある。

　このような中、路線バス事業の参入撤退規制の緩和によりバス路線を維持できない地域

では、最低限の生活交通サービスをも確保できない可能性が生じている。路線バスには生

活交通を確保する上で主要な役割が引き続き期待されているが、経営採算性が確保できな

い路線が多く、サービスの維持・改善は容易でない。

　さまざまな問題を抱えながら生活交通の確保に苦慮しているのが多くの過疎地域の実情

であるが、なかには地域ぐるみで路線バスサービスの改善に取り組み、利用者の高い評価
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平成13年度研究調査報告書過疎地域における生活交通サービスの提供システムに関する研究　　　　　　　　　　　報　告　書平成14年6月1雁�o国際交通安全学会1惚〃αど�q謝∬・伽加グ丑姫oα’14SψケS伽・a5研　究　組　織プロジェクトリーダー：　喜多　秀行（鳥取大学工学部教授）メンバー：岡岡野小林谷本福山並木（評論家）行秀（創価大学経済学部教授）潔司（京都大学大学院工学研究科教授）圭志（鳥取大学工学部助教授）　敬（東北大学大学院情報科学研究科助教授）松村みち子（タウンクリエイター代表）事務局二奈良坂　伸（財団法人国際交通安全学会）今泉　浩子（財団法人国際交通安全学会）（メンバーは50音順）目　　次第1章第2章第3章第4章第5章第6章第7章第8章第9章付　録はじめに生活交通確保に向けての地域の取り組み集落単位で見た生活交通サービスの主体的選択と個別調達の可能性バス路線の自主運行・運営の取り組み過疎地における市民参加型交通計画をめざして過疎バスサービスのr地域による自己調達」について　　　　　　　　　　　　　　　「集合的」財供給の視点から路線バスの運行形態とダイヤに関する住民の選好分析住民による路線サービス評価の支援モデルおわりに13714283546616771【執筆分担】第1章、第3章、第9章；喜多秀行第2章　　　　　　　　岡野行秀第4章　　　　　　　　：松村みち子第5章　　　　　　　　　小林潔司第6章　　　　：福山敬第7章、第8章　　　　＝谷本圭志、喜多秀行第1章はじめに　平成14年2月に実施された路線バス事業の規制緩和に伴って廃止された路線は3月末までの2ヶ月間に離島や過疎地域を中心に154系統に上った。この数を多いと見るか少ないと見るかは立場や見方によっても異なるであろう。問題はこの背後にある“廃止しようとしても廃止できない路線の数がその数倍にも上る”という状況であり、この事実が生活交通サービスを確保する上で過疎地域が置かれている事態の深刻さを物語っている。　過疎地域では需要密度が低いため、路線バスをはじめとする公共交通サービスの維持・確保が容易でない。しかし、逆にみると、利用者が少なくかつ利用パターンの特定も比較的容易であるため、都市部では得がたい個々の利用者の二一ズに沿ったきめ細かなザービスが提供できる可能性もある。また、住民自らが主体的に公共交通システムの計画作業に携わる体制をとる、あるいは地域が有するさまざまな交通資源の組み合わせをきめ細かく検討する、といったことも可能である。　平成12年度に実施した先行研究であるH296プロジェクトr過疎地域における生活交通サービスの提供システムに関する研究」では、路線バスによる生活交通サービスの提供に焦点を絞って理論と実証の両面から学際的に研究を進め、�@住民属性ごとに行動パターンが大きく異なるものの各パターンの中では比較的共通した移動二一ズが認められる等いくつかの知見を見出した、�A移動二一ズの充足度を運行ダイヤと関連づけて評価する方法を開発し、簡便な調査のみで路線バスによる生活交通サービスの提供水準を把握する方法論を構築した、などの成果が得られた。　本研究ではこれらを踏まえ、地域の特性と実状に即した生活交通サービスを維持可能な形で提供しうるしくみを構築するための検討を、特にrコミュニティによるサービスの自己調達」という観点から行う。　まず、第2章では、本年2月に施行された路線バス事業の規制緩和が現時点までにもたらした影響を、路線の廃止とバス事業者の経営という2っの側面から概観し、過疎地域で住民の日常生活に必要な足を供給するための工夫について考察する。　第3章では、地域共同体としての‘‘集落コミュニティ”に目を向け、各コミュニティの住民が生活交通に関する自らの二一ズとそれに対する負担の許容範囲を明らかにすることを通じて、真に必要とする生活交通サービスを集落単位で選択し主体的に調達することの可能性を検討する。特に、これまで利用者が自分たちが必要とする生活交通サービスを選択しうる状況におかれていなかったことを指摘し、それを可能とするしくみづくりがこれからの生活交通サービス確保に新たな展開をもたらす可能性があること、住民、事業者、自治体の協働がそのための鍵となることを述べる。　第4章では、住民が主体となったバス路線の開設・運営のさきがけともなる青森県津軽地域、および廃止路線の復活方策を検討する住民の動きが新たな路線の開設へとつながっ1た福島県いわき市の取り組みを例に、地域が置かれていた状況と開設に至る過程でのさまざまな模索や検討を紹介し、住民が主体となってバス路線の開設・運営を行うための方策と問題点を探る。　第5章では、公共サービスに関わる今後の新たな住民参加型供給方式を見据え、知識や情報を十分に持たない住民が主体となる公共財供給の意思決定がいかに可能であるか、および、公共サービスがもつ公共性とはいったい何なのか、という2つの問題点に焦点を絞り、住民主体の公共サービス提供問題を考察する。　第6章では、　「集合的」財供給の視点から過疎バスサービスの「地域による自己調達」について検討する。生活交通サービスは本来それを欲する地域により自己供給されるべきものであるが、そのr技術」を持たない地域社会はバス事業者にサービス供給を委託せざるを得ない。ここでは、バスサービスが潜在利用者である複数の地域住民により集合的・協調的に自己調達されるべき交通サービスである、という視点から浮かび上がってくる規制緩和後の地方バスサービスの供給方法に関する問題点を整理する。　第7章では、集落単位のコミュニティが生活交通サービスを選択する上で、集落住民が互いの交通二一ズとコスト負担に対する態度を的確に認識し合うことがその出発点になるとの考えに立ち、そのための道具としてのバスダイヤや運行形態、費用負担等を説明要素とするサービス水準の選好分析モデルを開発する。　第8章では、前章で構築した選好分析モデルを用いて、住民が集落としてどのような生活交通サービスを選ぶべきかを検討するための作業を支援するモデルを構築し、事例分析を通じてその適用性を検討する。　第9章では、本研究の成果を整理し、得られた知見を提言としてとりまとめる。2第2章　生活交通確保に向けての地域の取り組み2．1　規制緩和の影響1一路線の廃止一　2000年5月に成立した道路交通法一部改正に伴う路線バス事業の規制緩和により、新規参入・退去が原則自由になった。運輸政策審議会自動車交通部会で参入・退去に関わる規制の緩和が論議されたとき、多くの委員が憂慮したのがr退去が自由になればバス事業者は人口希薄地域の不採算路線から一斉に退去するだろう」という点だった。改正された法が2002年2月1日から実施された。現実にどれだけの路線が廃止されるのか注目していた。日経産業消費研究所の3月の調査によると、3月末で各都道府県のバス対策地域協議会に廃止を申し出た系統が831あったが、そのうち廃止されたのは154系統で約2割だった。ちなみに、全国の乗合バス系統の総数は約42，400であるから、廃止を申し出た路線はその約2％に当たる。地域的には離島での不採算線が多い長崎県が149系統と最も多く、福岡県107系統、愛知県53系統と続く（日本経済新聞2002年4月13日付）。同記事では、代替策を示せず廃止が進まなかったのが実態だとしている。2月1日に改正法が施行されてから3月末まで2ヶ月しかなかったことを考慮すべきだろう。　3月末時点での廃止申請系統831一全国の約42，200系統の2％一という数字は、人口希薄地域での廃止申請続出を心配していた人々にとって、予想されたより多かっただろうか、それとも少なかったのだろうか。私が予想していたよりは少なかった。　実は、私は廃止を申請する路線・系統の数は、巷間心配されているよりも少ないのではないかと思っていた。規制緩和前に事業者が退去したいという意向を示していた路線でも、いざ退去すべきかどうかの決意を迫られると、改めて路線ごとに退去したときに失う収入一補助金込みの収入一と、退去によって節約できる費用一回避可能費用一の比較を行うだろう。その時になって、廃止によって失われる収入の額が、配賦された共通費を含む費用よりは小さいが、回避可能費用よりは大きいことを見い出す場合があるに違いないと考えていた。2．2　規制緩和の影響2一事業者への影響一　タクシー、バス事業の規制緩和一需給調整規制廃止一の方針が明らかになり、運政審の審議が始まったころから、バス事業者の経営に変化が見られるようになった。それまでバ・スの輸送人員の減少、経営収支のじり貧傾向をもっぱら外部環境一マイカーの増大とそれによる道路混雑の激化など一の所為にして無為に打ち過ぎていた事業者の中に、バス利用者一顧客（p瞭onage）一の増加を意図した種々の試みが見られるようになった・　住民の要望があっても既存のバス事業者との関係を気にして手出ししなかった自治体一3一が、コミュニティバスを運行し始めた。1995年に運行を始めた武蔵野市の「ムーバス」は先駆けになったが、3年目からは先行2路線で黒字を計上するようになった。多くの市でバス事業者に依託してコミュニティバスを運行するようになった。東京都西東京市は「はなバス∫という小型バス（定員20〜40人）を、小学生以上1人100円均一の運賃で運行している。埼玉県鳩ヶ谷市、東京都昭島市、埼玉県蕨市も運行を開始している。　神奈川県下にバス路線網を有する神奈川中央交通は、一昨年来実施してきた夏休み・冬休み期間限定の子供運賃の割引一現金50円均一一を、学校の週休2日制の実施と合わせて年間を通じて土・日、休日に拡大した。また、横浜市の高齢者無料パス（70歳以上）を受給できない65歳以上の高齢者に1、3、6ヶ月有効の「カナちゃん手形」の名称のカードを発売し、カード所持者の運賃を乗車1回に付き100円に設定した二部制料金を採用している。　山梨交通では、2月から携帯電話でバスの走行状況を確認できるサービスを開始した。運転手が次の停留所を案内するテープのボタンを押すごとに位置情報が発信され、インターネット接続サービスで指定の停留所の3ヶ所前から走行位置を碓認できるもので、甲府市内396停留所で利用でき、順次エリアを拡大中だが、1日平均450件のアクセスがあるという。　上述の様々な種類の顧客（patronage）のバスヘの呼び戻し、あるいは拡大の工夫は、二れまでバス事業者がないがしろにしてきた経営努力である。これらの営業努力を刺激したのは、規制緩和一参入・退去規制の原則廃止一によって新規参入者が現われ競争が激化する可能性、すなわち市場がコンテスタブルになるという予想ではなかったか。　もう一つ、従来ほとんど見られなかった注目すべき現象がある。2002年10月からコミュニティバスを運行する予定の東村山市では、運行事業者の選定に当たって、市内に路線網をもつバス事業者を含めた6社の入札を実施したところ、貸し切り専業だった地元の業者が落札した。従来であれば、市内に路線網をもつ既存の事業者がいるのに、新たに別の事業者の参入を認めることはまずなかっただろう。いわんや路線バス事業者ではない、貸し切り専業の業者に運行を委ねるというケースは考えられなかっただろう。　他にも羽田、成田の両空港と鉄道駅を直結するバス路線が増えている。従来も大きな主要駅（例えば横浜駅）と空港を結ぶ路線は存在したが、最近では大船・藤沢駅と空港を直結する路線なども見られるようになった。　以上紹介したバス事業者や自治体のバスについての工夫は、大体都市において見られるもので、人口希薄地域での例ではなかった。地方の人口希薄地域ではどのような工夫が考えられるのだろうか。2．3　地方における取り組み　2002年3月だったと思うが、印象に残るTV番組があった。NHKがバス路線の廃止を通告されたいわき市の一コミュニティの動きを放映した。従来路線を運行していたバス事業4者の路線廃止申し入れに伴って、地域に住民の集まりができた。住民たちのバス運行存続に対して負担してもよいと考える額にはかなりの幅があった。会長役を引き受けた人は、地元のタクシー会社に集落と鉄道駅・ショッピングセンターとの間に最低1日1往復のミニバス運行を交渉したが、駅やショッピングセンターでの2〜3時間の待ち時間の費用の問題で暗礁に乗り上げ頓挫した。その後、会長は地元で結婚式場を経営している会社が客の送迎に使っているバスを所有しているのに目を付け、集落と街との間のバス運行を交渉した。結婚式場の経営者が前向きに検討すると約束したところまでだったが、駅までの運行を望んでいた高校生が少数派であると分かったとき、ショッピングセンターへの運行でも我慢するからがんばって下さいと会長へ手紙を出し、会長を感動させるシーンは印象的だった。住民たちがバス問題を自分達の閥題として取り上げざるを得なくなって、住民に協同の意識が出てくるのかもしれない。　路線廃止問題が生じたとき、まず誰もが考えるのはバス事業者一路線事業者か貸し切り事業者かを問わず一であろう。次はタクシー・ハイヤー事業者であろう。いずれにしても、運送を業としている会社あるいは個人を考えるだろう。しかし、住民の日常生活に必要な足一通学、通院、買物等のトリップーを供給する方法はもっと広い。　基本は、自動車と運転手がいればよいわけで、後はレギュラーに運行できるか、レギュラーに運行できるようにするためにはどのくらいの費用がかかるか、その費用をどう負担するか、安全問題をどうクリアするか、である。東村山市のように、入札によって事業者を選択する方法もあるし、地方の人口希薄地域であれば、1日何回かの往復、運行時刻の条件などのおおまかな仕様を決めて、いくらで運行するかを入札者を限定せずに入札させる方法もあろう。運賃と補助金（地元の）の組み合わせの案を提案させることも考えられよう。これまでの固定観念に捕われないで、本来の目的一生活交通の確保一を達成するもっとも満足度の高い方法を追求すべきだろう。　地方自治体の役割は、各地域が上の本来の目的を有効に達成できるように、従来の補助方式に代わる、より柔軟で、よりよい補助方式を確立することである。各地域がおかれている条件は同じではない。一つ一つが異なるといってもよい。地域特性を正確に捉えて情報を提供し助言すべきである。他府県で実現した解決策、実現しなかった解決策などの情報は貴重である。都道府県段階の協議会では一般的な方針、補助ルールなど以上には個別の地域問題には立ち入ることは困難であろう。個々の地域の問題の解決に当たって、大学や地元のシンクタンクの積極的な助言が必要である。　自治体が赤字を補填するコミュニティバスの場合、バス事業者を潤しているように見えるが、と尋ねた記者に対して東京バス協会の幹部はrもろ手を挙げて賛成とは言えない」と答え、100円均一料金がr従来のバス運賃は高過ぎるとの批判を招きかねない」と続けている（日本経済新聞2002年4月11日付による）。このような発言は、需給調整を目的とする規制が廃止されて規制が大幅に緩和された今日、いかにも古色蒼然たるコメントである。本当に運賃がr高過ぎる」のならば、新規に参入する事業者が現われるだろう。規制下にあって不合理な規制にぶつぶつ文句を言いながらも安住を保証されていた時代は去っ一5一た。バス交通が生き残り活力を取り戻すためには、何よりも事業者自身の顧客を増やす積極的な事業経営以外にはない。昨今のバス事業者のさまざまな試みはその反映と考えたい。（後記）地方自治体の対策、協議会の問題については、　　　　（日本評論社、2002年）が参考になる。寺田一薫「バス産業の規制緩和」一6一第3章　集落単位で見た生活交通サービスの主体的選択と　　　　　　　　　　　　　個別調達の可能性3．1　はじめに　生活交通確保の主体は地域である、というのが2002年2月に施行されたわが国の路線バス事業に関する規制緩和の精神である。地域住民が自らの交通二一ズに合った生活交通サービスを企画し、代理人としての自治体が運行委託等も含めてサービスを供給するという考え方が基本となるが、補助を行ってでも確保すべき最低限必要な生活交通サービスとはどのようなものか、どの路線にどれだけのバスサービスを提供する必要があるのか、供給されるバスサービスでは充足されない住民の交通二一ズをどう考えるべきか、それをどこまで公的に供給すべきか、などについて十分な社会的合意がとれていない状況にある。そればかりか、そもそも住民はどのようなバスサービスを必要としているのか、といった基本となる事実についても不明な点が多い。運行補助額の増加抑制のため運行コストの削減がこれまで以上に要講され、その手段の一つとして、路線バスよりも高いサービス効率を有する形態への転換も検討課題とされているが、このような中で改めて確認すべきは、住民がこれまで‘‘必要とするサービスを自ら選び主体的に調達する”という状況に置かれているわけではなかった、という事実である。　そこで本章では、地域共同体としての“集落”に目を向け、各集落の住民が生活交通に関する自らの二一ズとそれに対する負担の許容範囲を明らかにすることを通じて、真に必要とする生活交通サービスを集落単位で選択し主体的に調達することの可能性を検討する。3．2　過疎地域の生活交通サービスを取り巻く環境　過疎地域ではほとんどの世帯が2台以上の車を保有しており、自家用車が主たる交通手段となっている。自家用車の利用が困難な高齢者や学童等は路線バスを利用して通学・通院などを行っているが、希望する時刻に便がなく家族による送迎等に頼らざるを得ない場合もあるなど一般にその利便［生は低く、住民の交通二一ズにあまり応えられていない状況にある。　このような中、路線バス事業の参入撤退規制の緩和によりバス路線を維持できない地域では、最低限の生活交通サービスをも確保できない可能性が生じている。路線バスには生活交通を確保する上で主要な役割が引き続き期待されているが、経営採算性が確保できない路線が多く、サービスの維持・改善は容易でない。　さまざまな問題を抱えながら生活交通の確保に苦慮しているのが多くの過疎地域の実情であるが、なかには地域ぐるみで路線バスサービスの改善に取り組み、利用者の高い評価一7一

